
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１１１号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２１年７月２４日 １５時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県桜島町武港避難所沖 桜島港西防波堤灯台から真方位０３１°

２,２００ｍ付近 

（概位 北緯３１°３６.６′ 東経１３０°３６.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第二和丸、１９トン 

   ２９１－３０４３７鹿児島、株式会社野添組 

Ｂ スパット台船 ユニオン、長さ８.００２ｍ 幅７.５６２ｍ 

   なし、ユニオン技術株式会社、（組み立て式） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 作業責任者、地質調査技師 玉掛け クレーン等 

 死傷者等 なし 

 損傷 スパット脚一本折損、作業用資材亡失 

 事故等の経過  Ａ船は、船長１人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航し始めたとき、Ｂ船がバラ

ンスを崩し、平成２１年７月２４日１５時３０分ごろ、武港避難所沖にお

いて、転覆した。 

 Ａ船は、転覆したままのＢ船を武港避難所にえい
．．

航した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：さざ波程度 

 その他の事項  Ｂ船は、四隅に長さ約３２ｍ直径約３１８㎜の支柱４本が立ててあり、

それぞれ海上に約２２ｍ水中に約１０ｍ出ていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、Ｂ船を武港避難所にえい
．．

航する際、船長

Ａが、Ｂ船の作業責任者と十分な打ち合わせをする

ことなく、えい
．．

航したため、Ｂ船がバランスを崩し

て転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、武港避難所沖において、Ａ船がＢ船をえい
．．

航する際、十分な

打ち合わせをすることなくえい
．．

航したため、Ｂ船がバランスを崩して転覆

したことにより発生したものと考えられる。 

 




